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作成、登記終了を経て2019年12月18日に山梨大学のキャ

ンパスにおいて看板上掲式及び共同記者会見を実施し

たのである。翌年1月27日には記念式典も盛大に開催

された。

両大学の連携事業は、教育研究から業務運営まで多岐

にわたって検討されている。理系の強い山梨大学と文

系の強い山梨県立大学の特色を生かしながら、大きく①

教育資源の相互提供（教養教育、教員養成、幼児教育、看

護教育、社会科学（観光分野））②共同教育事業（幼児教育

分野、看護教育分野）③機能強化に向けた運営・業務の効

率化（人事交流、合同研修、就職支援、物品の共同調達、施

設・設備の共同利用）、の3つの事業について具体化を進

めている。特に①②の両大学の強み・特色を生かした教

育事業については、国の進める大学等連携推進法人（仮

称）による規制緩和（例えば、授業の共同開設による単位

互換、共同教育課程の要件緩和、教職課程の共同設置化

（検討中））を視野に作業を進めている。その際、理事会

の下に置かれた教育の質保証に責任を有する「教育質保

証委員会」の役割は大きい（図2）。こうした連携可能な

分野・領域の取り組みは、スケールメリット、大学運営の

効率化、組織のスリム化及び人材養成の高度化といった2018年11月26日の中央教育審議会答申「2040年に向

けた高等教育のグランドデザイン」では、「質」と「多様

性」が重要なキーワードとなり、これまでの「量的平等

性」重視の改革から「質的多様性」尊重の改革への大転換

が図られた。つまり、各大学はその多様な理念・目的に

基づき、学修者が「何を学び、身に付けることができるの

か」という学修成果を自ら実感できるとともに、質的保

証が確認できる大学の教育成果を積極的に社会に公表

していくことが求められたのである。その施策は、大学

の内部質保証の確立のために2020年に策定・公表された

「教学マネジメント指針」にも具現化され、大学レベル、

学位レベル、授業レベルの3つのレベルにおける教育改

善や大学運営を目指す初めての改革指針が示されるこ

とになった。

昨年末に設立した国立大学法人山梨大学と公立大学

法人山梨県立大学との一般社団法人「大学アライアンス

やまなし」は、両大学が先の答申を受けて地域における

高等教育のグランドデザインの実現を目指した取り組

みであり、質的保証を把握・可視化するために学修者本

位の教育の実現や大学の教育成果の発信、そして地域や

社会のニーズに応えるという観点から教育研究の充実

を図り、それぞれの強みや特色を生かした連携協力を

行っていこうというものである。

そもそも両大学の連携協力に向けた話は、大学をめぐ

る情勢に対して両学長が危機感を共有し、共に国立大学

の統合・再編の経験者でもあり、日常的な交流の機会が

多かったことから始まった。「地域の中核、世界の人材」

を標榜する山梨大学と、「地域を愛し、地域を育て、地域

を繋げる」ことをスローガンに掲げる山梨県立大学との

使命・目的が類似していたこと、そして甲府駅を挟んで

キャンパスがほぼ等距離（2km）にあるという地理的な

条件もあった。共通して大学COC事業やCOC＋事業に

取り組み、また「地域イノベーション・エコシステム形成

プログラム」（山梨大学）や「地方と首都圏の大学生対流

促進事業」（山梨県立大学）等の地方貢献事業を推進して

いたことも拍車をかけた。

何よりも連携構想を促進させたのが、山梨県（長崎幸

太郎知事）の強いサポートであった。2019年5月23日に、

山梨県、山梨大学、山梨県立大学の3者による協定書を交

わすことになったが（図1）、その目的は「地域を支える人

材育成やイノベーションの進展に寄与するとともに、地

域の発展に資すること」に置かれた。また、協定書には、

「国において検討が進められている大学等連携推進法人

（仮称）制度の活用等を含めた連携」や「県内の他の高等

教育機関等に波及させること」についても検討すること

が盛り込まれた。

一般社団法人「大学アライアンスやまなし」の設立に

向けた準備は急ピッチで進められた。両大学の理事6名

による準備委員会及び総括準備事務室を立ち上げ、その

下に両大学の教職員から成る5つの専門ワーキンググ

ループ（後に質保証WGを追加）を設置した。そして定款

リクルート カレッジマネジメント222 / May - Jun. 2020 リクルート カレッジマネジメント222 / May - Jun. 2020

寄稿

背
景

一般社団法人 大学アライアンスやまなし
（General Incorporated Association University Alliance Yamanashi）

・地域における産業・医療・教育・子育て支援など、多くの分野
で地方大学への期待や役割が拡大（地域課題に対応できる人
材育成が急務）

・資源を有効活用し、スケールメリットを活かした大学運営の展
開が必要

・財源確保など、厳しい経営環境下での大学運営に対する危機
意識の増幅

・33年ぶりに県内人口が82万人を割込む（2018.4.1現在）

・2028年の18歳人口（対2017年）は6,637人（21.0％減）と
大幅に減少

・18歳人口の流出も大きな課題（地元大学進学率：26.6％と低迷※）
　　　　　　　　　※全国平均は44.0％（2018.4月入学者）

地理的要件・開設学問分野・運営基盤を考慮し、地域大学間連携が最善と判断

現状の大学経営に対する危機感を両大学で共有
山梨県内の大学等との連携を視野に、まずは２大学で連携の中核を担う“運営法人”を設立

山梨県の協力を受け事業を展開！

単独での課題対応は限界（教育資源が圧倒的に不足） ➡ 単独では成しえない事業展開が可能！
・社会変化（グローバル化・Society 5.0・AI等）への対応が可能。
・文理の枠を越えた教育を実施する ➡ そのために仕組みを構築し、実行性を担保。

〇 全国初となる設置形態が異なる大学間でのガバナンス連携“強力にタッグを組む”関係を
　 構築 ➡ 地方における新たな大学改革の先駆けモデルを確立。
〇 連携実績を積重ねることで対象分野・範囲を順次拡大 ！ ➡ 両大学の機能強化 !
〇 学生ファースト（学生サービスの向上） ➡ 授業科目の選択肢増加や修学環境の充実 ！

行政と大学との密接な連携！　連携基盤が強化！

強固な連携
３者による連携協定を締結
（令和元年５月23日）※

※協定締結式（出席者）

中：長崎幸太郎 山梨県知事
右：島田眞路 山梨大学学長
左：清水一彦 山梨県立大学理事長・学長 

地方大学（特に国立大学）の使命・役割が拡大 山梨県が抱える課題（進学・就職を契機とした深刻な人口減少）

協力

Win-Winな
関係を構築

〔教育学部・医学部・工学部・生命環境学部〕
〔教育学研究科・医工農学総合教育部〕

〔人間福祉学部・看護学部・国際政策学部〕
〔看護学研究科〕

参
画

参
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図１　設置形態を超えたガバナンス連携構築構想－「大学等連携推進法人」（仮称）の設立に向けて－

大学等連携推進法人の設立によって目指す
新たな大学の姿
─大学アライアンスやまなしの取り組み

清水一彦 山梨県立大学理事長・学長

地域における高等教育の
グランドデザインを目指して

学生の最善の利益を最優先
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成果を期待するものであるが、何よりも大事にしている

点が学修者である学生の最善の利益を最優先している

ことである。「学生の最善の利益無くして改革は無し」

である。

新たな一般社団法人は、国の認可を得て日本初の大学

等連携推進法人（仮称）の誕生に結び付くものとして設

立されたものである。国公私立大学の枠を越えた新し

い連携推進法人制度は、50年に一度の大学設置基準の大

綱化、100年に一度の国立大学の法人化に続く、150年に

一度ともいえる明治以来の大改革といってもいい。従

来の大学の枠組みを根本的に変えるものであり、長年続

いてきた組織中心の考え方からプログラム中心の大学

へと移行する革新的なものである。

とはいえ、決してそれぞれの大学の存在そのものを否

定するものではない。一般社団法人設立に当たっては、

次の3つの基本的原理・原則を守ることを約束している。

即ち、（1）各法人の自律性・独自性の堅持（2）両大学の

Win-Winの関係（3）ほかのモデルともなる先導的試行、

の3つである。

すでに上記③の人事交流、合同研修、共同調達、施設・

設備の共同利用等可能なところから実行しているが、中

央教育審議会大学分科会での議論を見据えながら教育

研究の共同事業を漸次開始していく予定である。前例

のない取り組みでもあり難しい面もあるが、新しい大学

の姿を追求し成功につなげたいと考えている。わが国

の大学史上画期的な取り組みでもあり、高等教育研究者

の一人としても国の思い切った規制緩和を期待してい

る。

※一般社団法人の詳細につきましては、以下の Web サイトをご覧下さい。
　一般社団法人大学アライアンスやまなし：
　https://university-alliance-yamanashi.jp/

一般社団法人 大学アライアンスやまなし

①申請

②認定

③報告
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総会
法人に関する重要事項の決議参
加法人の代表で構成（両学長）

大学等連携推進評議会
・意見具申
・業務の実施状況を評価

監事
理事の職務執行を監査

理事会
法人の業務執行

教育の質保証委員会

連携事業実施委員会

教養教育ＷＧ 幼児教育・教職ＷＧ

看護教育ＷＧ 社会科学・地域貢献ＷＧ

管理運営ＷＧ 委員会傘下の検討ＷＧ
として活動

※ 理事会の傘下に委員会を設置し、
　 円滑な業務を遂行する。

文
部
科
学
大
臣

※大学等連携推進法人（仮称）
の全国初の認定を目指し、
申請準備を行う。

連携事業に関して
一定のガバナンス
を掛ける

大学等連携推進法人（仮称）
関係

設立時社員

参画

図２　一般社団法人 大学アライアンスやまなし （組織体制）

３つの基本的原理・原則

http://souken.shingakunet.com/college_m/
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